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定例監査結果報告 

 

第１　監査概要 

 

　１　監査対象及び選定理由 

（1）監査対象 

　　　　市民生活部：市民活躍・文化課、市民課、生活安全課、環境課、 

クリーンピア射水、ミライクル館、野手埋立処分所、 

衛生センター、斎場                                                                                                                                       

(2) 選定理由 

　　　　市民生活部の財務に関する事務、経営に係る事業の管理については、監査の実施

頻度、金額的・質的重要性などから、次のとおり当年度の監査委員監査又は書面監

査の対象とする。　　 

 

　２　監査目的と範囲 

　　　 重要リスクに対する内部統制の整備状況及び運用状況等を監査し、その有効性を評

価するとともに、令和６年度当該事務が関係法令及び規程等に準拠し、適正で効率的

かつ効果的に執行されているかを、証ひょう書類等の突合、質問、関係書類の閲覧な

どの監査手続を通じて検証することを目的とする。 

 

　３　重要リスク及び監査の着眼点 

　　　監査の実施に当たり、重要リスク及び監査の着眼点を次のとおりとする。 

 
監査方法 監査対象 前回の監査

 

監査委員監査

環境課

令和６年５月２日 

～ 令和６年５月１７日 

（令和５年度執行分）

書面監査

 クリーンピア射水

 ミライクル館

 野手埋立処分所

 衛生センター

 斎場

 

書面監査

市民活躍・文化課

監査委員監査  市民課

 生活安全課

 重要リスク 監査の着眼点

 (1) 必要性の乏し

い負担金及び補

助金が交付され

るリスク

ア　補助金等の算出は合理的な基準により行われているか。

 イ　補助金等の交付時期は妥当であるか。

 ウ　実績報告に基づく補助金等の支出については、その成果

の確認が行われているか。

 エ　事業計画書どおりの精算が行われているか。
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　４　監査の実施内容 

市民生活部の財務に関する事務、経営に係る事業の管理について、主な着眼点ごとに、

内部統制の整備状況及び運用状況について、証ひょう書類等の突合、質問、関係書類の

閲覧などの方法により監査を実施した。 

 

５　監査の期間 

　　令和７年１０月２１日から令和７年１１月４日まで　　 

 

 (2) 契約事務が適

正に行われない

リスク

ア　随意契約による場合、その理由は適正か。

 イ　随意契約による場合は原則として２者以上から見積書を

徴しているか。また、例外的に１者から見積書を徴した場

合は、その理由は適正か。

 ウ　委託の内容は適切か、性質上委託することが不適切なも

のはないか。

 エ　委託料の算定根拠は、合理的な基準に基づき行われてい

るか。

 オ　委託料の支出、精算報告は委託契約書の内容に基づき適

正に行われているか。

 カ　委託内容の履行確認は適正に行われているか。また、履

行期限は守られているか。

 キ　契約等に反し、受託業務の全部を再委託しているものは

ないか。

 ク　委託の成果物は契約書に基づき適正に受領されている

か。

 (3) 支出事務が適

正に行われない

リスク

ア　検査検収は確実に行われ、かつ、物品供給、修繕等の事

実のないものはないか。

 イ　物品の購入は計画的かつ効率的に行われているか。

 ウ　在庫量は、需要予測に基づき適正であるか。

 エ　特に年度末において当面必要としない物品を購入してい

ないか。

 (4) 手数料を誤っ

て徴収する等収

入事務が適正に

行われないリス

ク

ア　出納員その他の会計職員及び企業出納員、現金取扱員以

外の者が現金を取り扱っていないか。

 イ　領収書の取扱いは適正に行われているか。

 ウ　現金出納簿は、遅滞なく正確に記帳されているか。

 エ　収納金は適正に保管されているか。

 オ　収納金は遅滞なく指定金融機関等に払い込まれている

か。

 カ　釣銭資金の設定、取扱いと保管は適正に行われているか。
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第２　事業の概要 

　１　事務又は事業の概要 

　　(1) 市民活躍・文化課 

　　　　　市民活躍・文化課は、地域振興のための調整事務、交流促進業務を行っており、

主として次のような事務が行われている。 

① 協働のまちづくりに関すること。 

② 男女共同参画の推進に関すること。 

③ 多文化共生・姉妹都市交流に関すること 

④ 芸術文化の関係団体、事業、施設に関すること 

　　(2) 市民課 

　　　　　市民課は、戸籍住民基本台帳事務等を行っており、主として次のような事務が

行われている。 

① 戸籍・住民票・印鑑登録等の各種証明書の交付に関すること。 

② 住民異動届・戸籍関係届等の受理及び異動処理に関すること。 

③ マイナンバーカードの交付に関すること。 

(3) 生活安全課 

　　　　　生活安全課は、地域の特性、実情に応じた地域交通サービスの提供、安全で快

適なまちづくりを推進する事業等を行っており、主として次のような事務が行わ

れている。 

　　　  ① 地域交通対策に関すること。 

② コミュニティバス、デマンドタクシー及びＡＩオンデマンドバスの運行に関　

すること。 

③ 万葉線対策に関すること。 

④ 防犯対策、交通安全対策に関すること。 

⑤ 消費者保護に関すること。 

　　(4) 環境課 

　　　　　環境課は、環境衛生対策、美化対策、墓苑管理、公害対策、地球温暖化対策等

を推進する事業を行っており、主として次のような事務が行われている。 

　　　　① 衛生施設全般に関すること。 

　　　　② 一般廃棄物処理に関すること。 

　　　　③ リサイクル及びごみ減量化に関すること。 

　　　　④ し尿汲取りに関すること。 

(5) クリーンピア射水 

　　　　　クリーンピア射水は、可燃ごみの処理及び処理施設の維持管理等を行っており、

主として次のような事務が行われている。なお、クリーンピア射水の運転及び維

持管理業務は、平成 20 年度から長期包括運営事業として民間業者に委託してい

る。 

　　　　① 施設の管理運営に関すること。 

　　　　② ごみ、資源物の搬入受付に関すること。 
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　　　　③ ごみ搬入物の投入監視、ごみ処理手数料の徴収に関すること。 

(6) ミライクル館 

　　　　　ミライクル館は、粗大ごみ、不燃ごみ、資源ごみの受付、処理棟の運転、維持

管理業務等を行っており、主として次のような事務が行われている。なお、一般

廃棄物の粗大ごみ及び不燃ごみの処理業務は、平成 27 年度から民間業者に委託し

ている。 

　　　　① 施設の管理運営に関すること。 

　　　　② 収集指定袋事務管理に関すること。 

　　　　③ 粗大・不燃物、資源ごみの搬入受付、投入監視及び搬出に関すること。 

　　　　④ 処理棟の運転及び維持管理に関すること。（資源ごみの精選等） 

(7) 野手埋立処分所 

　　　　　野手埋立処分所は、埋立ごみの処理、処理施設の維持管理業務等を行っており、

主として次のような事務が行われている。なお、野手埋立処分所の浸出水処理業

務等は、平成 26 年度から長期包括運営事業として民間業者に委託している。 

　　　　① 施設の管理運営に関すること。 

　　　　② ごみ処理手数料に関すること。 

(8) 衛生センター 

　　　　　衛生センターは、搬入し尿、浄化槽汚泥の処理及び処理施設の維持管理業務等

を行っており、主として次のような事務が行われている。 

　　　　① 処理業務の管理に関すること。 

　　　　② 施設の管理運営に関すること。 

(9) 斎場 

　　　　　斎場は、火葬業務の管理運営、施設の維持管理業務等を行っており、主として

次のような事務が行われている。なお、火葬業務は、平成 17 年 11 月から民間業

者に委託している。 

　　　　① 施設の運営に関すること。 

② 火葬業務の管理運営に関すること。 

 
第３　監査の結果 

　　事務事業は概ね適正に行われていたものと認めるが、次の事項について措置又は検

討されたい。なお、その他簡易な注意事項については、記述を省略した。 

 

１　意見 

（１）環境課 

ア　ごみ排出量は年々若干の減少傾向にあるが、処理経費の削減とごみの減量化に向

けＰＲに努められたい。 

 

イ　地球温暖化対策については、目標値の達成に向け市民や事業者に具体的な取組と

一層の啓発を推進されたい。 
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（２）クリーンピア射水・ミライクル館・野手埋立処分所 

ア　いずれの施設の管理運営についても、委託業者へのチェック機能を図りながら、

円滑な業務の遂行と経費の節減に努められたい。 

 

イ　本市資源リサイクルの拠点施設であるミライクル館の来場機会を増やしたり、更

にＰＲすることで、市民の環境問題に対する関心を高められたい。 

 

（３）衛生センター・斎場 

ア　衛生センターについては、設備の改良工事により経費の節減効果を理解するが、今

後の施設整備の在り方については、施設の老朽化や減少する需要率等も見据え、広域

化などについても検討されたい。また、施設の管理運営は、民間事業者への長期包括

運営業務委託を検討されたい。 

 

イ　斎場については、チェック機能を図りながら委託業者との連携を密にし、一層のサ

ービス向上に努められたい。隣接するパークゴルフ場については、利用者増加の取組

み、管理の所管替え等、総合的に検討されたい。 

 


